
公　　　　　告


白馬村北城北部地区を受益地とする区画整理を県営土地改良事業として施行するよう申請したいので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第85条の２第５項において準用する同法第85条第６項の規定により、同法第85条の２第２項の規定による公告の前に、次のとおり縦覧に供します。
なお、同法第85条の２第５項において準用する同法第85条第７項の規定により、当該事業の計画の概要に意見がある者は、白馬村長に対し意見書を提出することができます。


令和８年２月５日


白馬村長　　丸　山　俊　郎　　



１　縦覧に供する書類
[bookmark: _GoBack]県営北城北部地区土地改良事業計画概要書

２　縦覧の期間
令和８年２月６日から２月25日まで

３　縦覧の場所
白馬村行政公式ホームページ

４　意見書の提出の方法
縦覧期間満了の日までに白馬村長あて書面で提出すること





